
１　計画改定の趣旨

２　計画の位置付け

３　計画期間

４　基本理念・教育の主要な柱

〇 「ふるさとに学び、人が輝く、田原の人づくり」を基本理念とし、次のよ
　 うな「目指す人づくり」を推進する。
　① ふるさとを愛し、たくましく生きる人を育てます
　② 社会との絆を深め、信頼される人を育てます
　③ スポーツや文化・芸術に親しみ、心身ともに健康な人を育てます
　④ 夢や志を抱きその実現に努力し、社会に貢献する人を育てます
　⑤ ふるさとに誇りをもって、世界に羽ばたく人を育てます

〇 学校教育と社会教育の両方にわたる主要な柱として、「ふるさと教育」と
　「ふるさと学習」を位置付ける。

はじめに

田原市総合教育大綱・田原市教育振興基本計画　【概要】

令和８年度から令和１２年度までの５年間

第１章　田原市の目指す教育

〇 本計画は、本市の最上位計画である田原市総合計画に示す将来都市像を実
　 現するための教育文化分野に関わる部門別計画

〇 教育基本法第１７条第２項に規定する本市の「教育振興基本計画」として
　 位置付ける。

〇 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３に規定する「大綱」
　 とする。

第２章　教育の取組方針

５　取組とアクションプラン

〇 現行計画である「田原市総合教育大綱・田原市教育振興基本計画」（令和３年３
月改定）の計画期間が、令和８年３月をもって満了するため改定する。

〇 改定に当たっては、現行計画の基本理念を普遍的な教育の理念として継承しつ
つ、時代の変化に伴う新たな課題や、育むことが求められる資質や能力などを計画
に反映させ、予測が困難な時代において、市民一人一人の生涯を通じた学びが豊か
で幸せな人生の実現に資するよう、今後５年間の教育への取り組みの方向性を示
す。

１ 学校教育振興アクションプラン（田原市学校教育振興計画） ２ 生涯学習振興アクションプラン（田原市生涯学習振興計画）

３ スポーツ推進アクションプラン（田原市スポーツ推進計画）

４ 生涯読書振興アクションプラン（田原市生涯読書振興計画）

５ 文化財保存活用アクションプラン（田原市文化財保存活用計画）


